
令和６年度　維持管理状況記録 

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第６項の規定により、次のとおり一般廃棄物処理施設（焼却施設）の維持管理の状況に関する情報を公表します。

１　処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

A系炉 535,120 538,060 410,970 467,630

B系炉 549,490 559,260 408,900 618,620

計 1,084,610 1,097,320 819,870 1,086,250 0 0 0 0 0 0 0 0

２　燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

　　※　各測定値は、毎日連続測定を行っています。下記の値は、日平均を月平均したものです。

基準値 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

A系炉 866 873 889 894

B系炉 875 895 896 891

A系炉 177 179 174 168

B系炉 185 187 184 185

A系炉 38 49 63 84

B系炉 21 24 23 22

３　燃焼ガス温度等の測定を行った位置

４　ばいじんの除去を行った年月日

５　煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

煙突入口

燃焼室中の燃焼ガス温度

冷却設備及び排ガス設備

設備名

常　時

除去年月日

バグフィルタ入口

計区分

燃焼室中の燃焼ガ
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集じん器流入燃焼

ガス温度

一酸化炭素濃度

800℃

以上

焼却量

（kg）

区　　分

1,951,780

2,136,270

4,088,050

－

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

測定位置測定項目

200℃

以下

100ppm

以下

集じん器に流入する燃焼ガス温度

種　　　類 可燃性一般廃棄物

炉　内



※基準値：ダイオキシン類対策特別措置法

６　煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度

1回目 2回目 1回目 2回目

9月予定 3月予定 9月予定 3月予定

※基準値：大気汚染防止法
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